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第２章 施策の基本方針

幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なもの
です。本県では，明日の徳島を担う子どもに「生きる力」の基礎を培い，
子どもの育ちを大切にした教育を推進するため，次の4つの柱を立て，幼
児教育振興に向けた施策を推進します。

【柱１】充実した幼稚園教育の提供

学校教育のはじまりである幼稚園では，幼児期にふさわしい生活を
計画的に展開し，幼児の健やかな成長を促す幼稚園教育を提供します。

【柱２】発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実

幼稚園等施設から小学校への円滑な移行に向け，小学校教育との連
携・接続を強化し，発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育を推進し
ます。

【柱３】教員の資質及び専門性の向上

充実した幼児教育を提供するため，教員の資質及び専門性の向上を
目的とした研修の充実を図ります。

【柱４】家庭や地域社会の教育力の再生・向上

幼稚園等施設，家庭，地域社会がそれぞれの教育機能を発揮しなが
ら連携し，ネットワークを構築することにより，幼児の日々の生活の
連続性を踏まえた幼児教育を推進します。
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１ 充実した幼稚園教育の提供

（１） 教育内容の充実

子どもを取り巻く環境の変化に伴い，幼児の生活空間，生活リズム，生活体
験が大きく変化し，幼児の育ちに懸念される状況が生じてきています。特に危
惧される子どもの育ちの変化として 平成17年1月の中教審答申では次のよう，

なことが指摘されています。

基本的生活習慣の欠如 コミュニケーション能力の不足・ ・
自制心や規範意識の不足 運動能力の低下・ ・
小学校生活への不適応 学びに対する意欲・関心の低下 など・ ・

この中教審答申を踏まえて文部科学大臣が「幼稚園教育要領」の見直しを要
請し，教育基本法や学校教育法の改正を受けて，平成20年3月 「幼稚園教育要，
領」が告示されました。
この「幼稚園教育要領」は，これまでの幼稚園教育の基本を引き継ぎつつ，

教育内容のより一層の充実と公教育の質の向上をめざしたもので，次の3つの
方向性が示されています （Ｐ52参照）。

発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園教育の充実・

幼稚園生活と家庭生活の連続性を踏まえた幼稚園教育の充実・

子育ての支援と預かり保育の充実・

， ，「 」 ，また 幼児期の特性を踏まえ 環境 を通して行う教育 を基本として※３
幼稚園等施設で行われる幼稚園教育の特質について，次のように示されていま
す。

幼児の主体的な活動を促し，幼児期にふさわしい生活を展開すること・
（幼児は安定した情緒の下で自己発揮することにより発達に必要な体験を得ていく）

， ， ，・ 遊びを通しての指導を中心として 生きる力の基礎となる心情 意欲
態度などを養うというねらいが総合的に達成されるようにすること
（ 遊び」は，幼児にとって重要な「学習 ）「 」

一人一人の発達の特性に応じること・

義務教育及びその後の教育の基礎を培う幼稚園等施設では，現在課題となっ
ている子どもの育ちの変化に即応し，充実した幼稚園教育を実現するため，幼
児期の発達の特性に照らし 幼児の自発的な活動としての 遊び を重要な 学， 「 」 「
習」として位置付け，環境を通しての組織的，計画的な指導を行うとともに，
幼児の発達に必要な体験や活動の場をより一層充実することが重要です。

※3 環境
ここで指す環境とは，幼児が接する場にある諸々のこと。教員が意図的に配慮した環境

に幼児が自らかかわり，幼児自身が選択と工夫を積み重ねることを通して，学びの流れが
形成されていく。
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県教育委員会は

「幼稚園教育要領」の趣旨に即した教育実践のための指導・助言●

○学校計画訪問や県主催の研修の実施（Ｐ27参照）

●国の施策についての情報の周知・徹底と要請訪問などによる指導・助言

○市町村教育委員会などを通じ，幼稚園教育に関連する情報の周知・徹
底を図るとともに，要請に応じた訪問を通じての指導・助言

設置者においては

●「幼稚園教育要領」の趣旨に沿った幼稚園教育実現のための条件整備

○幼児の発達状況に対応したきめ細かな保育の充実を図るために指導・
助言を行う。

○幼稚園等施設全体で教育内容・活動に関する認識を深め，日々の保育
を改善するための研修の機会を確保する。

○幼児教育の専門性と質的向上のための課題に関する研修の実施に努め
る。

幼稚園等施設では

●適切な教育課程の編成

○「幼稚園教育要領」の趣旨や内容についての理解を深め，地域や幼児
の実態を踏まえた教育課程を編成するとともに，預かり保育では，家
庭や地域での幼児の生活を考慮した，教育活動の計画を作成する。

●幼児の生活経験や発達の過程を考慮した具体的なねらいと内容の設定

○幼稚園等施設において幼児期にふさわしい生活が展開され，教員の適
切な指導の下で幼児一人一人が発達に必要な体験を得られるよう，調
和のとれた指導計画を作成し，幼児の活動に沿った柔軟な指導を行う。

○心身の健康をはぐくむ活動を積極的に取り入れ，体を動かす機会の充実を図
るとともに，食育に関する指導を充実する。

○幼児期にふさわしい道徳性や規範意識の芽生えを培う指導の充実を図
る。

○「徳島県人権教育推進方針」に基づく人権教育の実践に努め，生命の
大切さに気付かせるとともに，互いの違いを認め合うことを通して幼
児期の発達に合わせた仲間づくりを進め，人権尊重の精神の芽生えを
はぐくむ。
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○自然体験や社会体験など，直接的，具体的な体験の積み重ねを重視す
る。

○自立心をはぐくむ中で協同して遊ぶ経験を重視し，言葉による伝え合
いなど，コミュニケーション力や人とかかわる力の基礎を培う。

○幼児期にふさわしい生活を通して，創造的な思考や主体的な生活態度
などの基礎を培う。

●保育実践の反省・評価による，質の高い保育の推進

○日々の保育においての反省・評価を生かして指導計画の改善を図る。
そのためにも園内研修を充実させ，研究会などの機会を設けて保育や
幼児理解について検討し合い，質の高い保育が保障できるようにする。

○保育の計画や記録を通してＰＤＣＡサイクル により自らの保育実※４
践を振り返り，保育内容や方法の改善に生かす。

※4 ＰＤＣＡサイクル
下図のように 常に自らの保育実践を振り返り 改善・充実させていくための 計画 Ｐ， ， ， （

） （ ） （ ） （ ） 。ｌａｎ →実践 Ｄｏ →評価 Ｃｈｅｃｋ →改善 Ａｃｔｉｏｎ のプロセスを言う

ｌａｎＰ
(目標の策定)

ｃｔｉｏｎ ｏＡ Ｄ
（ ）（改善） 実践

ｈｅｃｋＣ
(評価・見直し)
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（２） 特別な支援を必要とする幼児に対するきめ細かな対応の推進

幼稚園等施設では，特別な支援を必要とする幼児の教育的ニーズを把握し，
集団生活を通して生活や学びに必要な支援を行います。
そのため，指導についての計画又は家庭や福祉，医療などの業務を行う関係

機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど，一人一人の幼児の教
育的ニーズに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行います。

， ，また 幼稚園等施設における特別支援教育に係る体制整備を進めるとともに
すべての教員の専門性の向上を図り，発達に応じた適切な支援ができるよう取
り組んでいきます。

県教育委員会は

●幼稚園等施設における特別支援教育体制の整備推進

◎徳島県立総合教育センターによる支援

○学校リーダー研修（特別支援教育）

○幼稚園長等運営管理協議会

●教員の資質・専門性向上のための研修の実施

◎徳島県立総合教育センターによる支援

○特別支援教育コーディネーター研修

○特別支援教育研修会

●教育相談・相談員派遣などによる支援

◎徳島県立総合教育センターによる支援

○電話相談，メール相談，来所相談，出張相談

○ほっとアドバイス

○地域特別支援教育相談会

○「個別の指導計画 を作成するために」相談の実施※５

◎特別支援教育巡回相談員 による支援※６

●特別支援学校のセンター的機能の活用の促進

◎「とくしま特別支援総合サポート充実事業」による支援

○巡回による指導，相談・研修による支援

○幼児の支援を行うボランティアの養成と派遣

○関係機関の連携による支援

※5 個別の指導計画
幼児一人一人に応じたきめ細かな指導が行えるよう，教育課程や指導計画，当該幼児の

個別の教育支援計画を踏まえて，より具体的に教育的ニーズに対応して，指導目標や指導
内容・方法などを盛り込んだ指導計画のこと。

※6 特別支援教育巡回相談員
特別支援学校及び小・中学校に特別支援教育巡回相談員を置くことにより，地域の各学校

などにおける相談や関係諸機関との連携を支援し，特別支援教育の充実を図ることを目的
。 ， 。とした制度である 平成20年度 すべての特別支援学校と小・中学校8校に配置している

（小・中学校：東部2名，北部2名，南部2名，西部2名）
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設置者においては

●幼児一人一人に応じた適切な支援の充実

○「地域特別支援連携協議会」を設置し，福祉，医療，労働などの業務
を行う関係機関と連携して，適切な支援を検討する。

○就学指導委員会による適切な就学指導を行う。

○就学先の学校に関する情報を提供する。

○特別な支援を必要とする幼児への理解・啓発の推進に努める。

●特別支援教育に関する研修の充実

○すべての教員を対象とした特別支援教育の研修の充実を図る。

○特別な支援を必要とする幼児の理解と教育的ニーズに応じた支援に
ついての研修の充実を図る。

●支援の継続に向けた連携体制の構築

○個別の教育支援計画 に基づく支援の継続に向けた取組と連携体制※７
の確立を図る。

○特別支援教育の支援体制の整備と教員の専門性の向上に努める。

幼稚園等施設では

●支援体制の充実

○保護者との信頼関係を築き，共に育てる相談体制を整える。

○特別支援教育コーディネ－ターを中心とした園内委員会を組織し，
幼児一人一人の教育的ニーズに即したきめ細かい対応を図る。

○専門機関(療育相談機関など)との連携を深め，個別の教育支援計画
に基づく適切な支援を計画的，組織的に行う。

○指導の目標や内容，配慮事項などを示した個別の指導計画を作成す
る。

○個別の教育支援計画を用いた校種間の話し合いや情報交換を進める。

※7 個別の教育支援計画
特別な支援を必要とする幼児一人一人のニーズを正確に把握し，教育の視点から適切

に対応していくという考え方のもとに，福祉，医療，労働などの関係機関との連携を図
りつつ，幼児期から学校卒業までの長期的な視点に立って，一貫して的確な教育的支援
を行うために作成した支援計画のこと。
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徳島県における特別な支援を必要とする幼児や家族に対する支援の輪
－ 関係機関の連携 －

設 置 者

就学相談，就学時健康診断 など

小中学校県教育委員会

特別支援教育課
・特別支援学級や通級指導

特別支援教育全般に 教室における教育

関すること ・通常の学級での特性に配

慮した指導

幼 稚 園 等 施 設

県立総合教育

特別支援学校センター

特別支援・相談課

地域の学校における特別な支

特別支援教育に関する 援を必要とする子どもの教育

研修や教育相談 など に対する助言や援助 など

大学医療機関

診療，相談 など 相談・公開講座による

理解・啓発 など

福祉関係機関

関係機関と連携しながら，医療，療育

相談など，総合的な支援を行う
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関 係 機 関 一 覧

〒770 8570 徳島市万代町１丁目１番地徳島県教育委員会 -
電話：088 621 3142 ：088 621 2882特別支援教育課 - - FAX - -

。 ， ，●電話などで直接お尋ねください 内容によって 相談できるところの紹介や制度
手続きについて説明したりします。

○特別支援教育全般に関すること

○特別支援教育についての国や県の制度に関すること

○県立特別支援学校に関すること

○障害のある子どもの就学に関すること

○発達障害などの子どもの支援体制の整備に関すること

〒779 0108 板野郡板野町犬伏字東谷1 7県立総合教育センター - -
電話：088 672 5200 ：088 672 5229特別支援・相談課 - - FAX - -

●保護者や教員からの相談を受け付けています。

○電話相談，メール相談，来所相談，出張相談
不登校や引きこもり及びLD，ADHD，高機能自閉症などを含めた障害のある
子どもについての相談を行う。

○ほっとアドバイス
月１回，総合教育センターで医師・臨床心理士により教育相談を行う。

○地域特別支援教育相談会
医師・臨床心理士・臨床発達心理士などにより教育相談を行う。県内５会
場で実施する。

○「個別の指導計画」作成に関する相談
個別の指導計画の作成・活用に関する相談を行う。
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市町村教育委員会
※最寄りの市町村教育委員会にお問い合わせください。

●就学先として考えられる学校などに関する情報を提供しながら，保護者や幼稚園
と一緒に適切な就学先を検討します。

○障害のある子どもの就学に関すること

○障害のある児童生徒の小・中学校などでの学習に関すること

○小・中学校の特別支援教育に関すること

特別支援学校
※連絡先については，Ｐ17を参照

●学校の情報が欲しい場合や学校見学，体験入学などへの参加，学校を訪問しての
相談は随時受け付けています。直接学校に御連絡ください。

○各特別支援学校が対象とする障害種別の教育や指導方法に関すること

○幼稚園，小・中学校などにおける障害のある幼児・児童生徒への対応や指導に
関すること

福祉関係機関
※連絡先については，Ｐ17を参照

【発達障害者支援センター】
LD ADHD●自閉症（高機能自閉症を含む ，アスペルガー症候群， （学習障害 ，） ）

（注意欠陥多動性障害）などの，発達障害のある方やその家族，その方々と関わ
りのある関係機関・団体の支援を行います。

【児童相談所】
●幼児に関するあらゆる問題について，専門の職員が相談に応じ，必要な指導を行
っています。特に心身障害児については，適切な措置を図るために医師，児童心
理司などの専門家が心理学的診断や判定を行うとともに，児童福祉施設への入所
措置などを行っています。相談は予約制となっています。

【保健所】
●医師，保健師などにより，長期療養児療育相談，障害児療育指導，難病患者療育
相談，精神保健福祉相談などを行っています。相談・指導を受ける場合は，事前
にお問い合わせください。
※精神保健福祉相談は，鳴門県民サービスセンター（第2・4水曜 ，小松島県民）
センター（第3月曜）でも実施しています。
詳細は，徳島保健所（電話：088 602 8905(健康増進担当直通 ）へお問い合わ- - ）
せください。

《平成20年度「福祉のしおり」より》
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徳島県での相談機関・医療機関

○相談機関
◆特別支援学校
徳島県立盲学校 088-622-6255 徳島市南二軒屋町2-4-55
徳島県立聾学校 088-652-8594 徳島市中徳島町2-104

板野郡板野町大寺字大向北1-2徳島県立板野養護学校 088-672-3456
徳島市国府町矢野字松木348徳島県立国府養護学校 088-642-4055
三好市池田町字州津井関1103-3徳島県立国府養護学校池田分校 0883-72-5281

徳島県立鴨島養護学校 0883-24-6670 吉野川市鴨島町敷地1392-2
徳島県立ひのみね養護学校 0885-32-7847 小松島市中田町新開4-1
徳島県立阿南養護学校 0884-22-2010 阿南市上大野町大山田52

海部郡美波町北河内字本村360徳島県立阿南養護学校ひわさ分校 0884-77-2181
鳴門教育大学附属特別支援学校 088-653-0151 徳島市上吉野町2-1

◆福祉関係機関
徳島県精神保健福祉センター 088-625-0610 徳島市新蔵町3-80
徳島県障害者相談支援センター 088-631-8713 徳島市南矢三町2-1-59
徳島県発達障害者支援センター 088-642-4000 徳島市国府町中字高畑360-1
徳島県中央児童相談所 088-622-2205 徳島市昭和町5-5-1
徳島県南部児童相談所 0884-22-7130 阿南市領家町野神319
徳島県西部児童相談所 0883-55-3323 美馬市穴吹町穴吹字明連23
徳島県徳島保健所 088-652-5151 徳島市新蔵町3-80
徳島県阿南保健所 0884-22-0072 阿南市領家町野神319

海部郡美波町奥河内字弁財天17徳島県美波保健所 0884-74-7343
徳島県吉野川保健所 0883-24-1114 吉野川市鴨島町鴨島106-2
徳島県美馬保健所 0883-52-1017 美馬市穴吹町穴吹字明連23
徳島県三好保健所 0883-72-1122 三好市池田町マチ2542-4
こども家庭支援センターひかり 088-666-2211 徳島市川内町大松837-1

◆大学
鳴門教育大学心理健康研修教育センター心理・ 088-687-6622 鳴門市鳴門町高島字中島748
教育研究室
鳴門教育大学特別支援教育専攻（教職員のみ） 088-687-6311 鳴門市鳴門町高島字中島748
徳島大学臨床心理相談室 088-656-9849 徳島市南常三島町1-1
徳島文理大学臨床心理相談室 088-622-0072 徳島市山城町西浜傍示180

徳島市応神町古川字戎子野23-1四国大学特別支援教育研究室 088-665-1300
（内線）2716

○医療機関
麻植協同病院小児科 0883-24-2101 吉野川市鴨島町鴨島252
徳島市民病院小児科 088-622-5121 徳島市北常三島町2-34

小松島市小松島町字井利ノ口103徳島赤十字病院小児科 0885-32-2555
徳島赤十字ひのみね総合療育センター 0885-32-0903 小松島市中田町字新開4-1
徳島大学病院小児科外来 088-633-7132 徳島市蔵本町2-50-1
徳島大学病院耳鼻咽喉科・小児言語外来 088-633-7166 徳島市蔵本町2-50-1
徳島大学病院神経内科 088-633-7207 徳島市蔵本町2-50-1
徳島大学病院精神神経科 088-633-7128 徳島市蔵本町2-50-1
徳島大学病院心身症科 088-633-7128 徳島市蔵本町2-50-1
徳島県立中央病院精神神経科 088-631-7151 徳島市蔵本町1-10-3

※お住まいの地域の市役所・役場にも相談の窓口があります。
※来所相談の時は，予約の電話をお願いします。
※上記以外の公的機関や民間の医療・療育期間については，下記までお問い合わせください。

◎くわしいお問い合わせ，ご相談は

088-621-3151 徳島市万代町1-1徳島県教育委員会 特別支援教育課

088-672-5200 板野郡板野町犬伏字東谷1-7徳島県立総合教育センター 特別支援・相談課
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（３） 預かり保育の充実・推進

少子化対策は本県の重要課題の一つであり，その対策としての子育て支援の
充実は不可欠です。県教育委員会では，子育て支援策として，市町村と連携・
協力しながら，地域の実態や保護者のニーズに応じた預かり保育の充実に，積
極的に努めてまいります。
今後は，体制の整備や保育内容などの改善・充実を図るとともに，家庭や地

域と連携を図りながら，多様な教育活動を展開していくことが重要です。

県教育委員会は

●「徳島県教育振興計画」における預かり保育の数値目標達成に向けた指導・
助言

○預かり保育実施率（公・私立幼稚園）

※ Ｈ24（80％）数値目標：Ｈ19（67％）→

●預かり保育充実のための国への要望

○地域の実態を踏まえ，財政措置の拡充を国に対し要望

●預かり保育の実施状況などの把握と，指導体制の整備に関する指導・助言

○実態調査による状況把握と情報提供（Ｐ41参照）

○指導体制などの条件整備に関する市町村への指導・助言

設置者においては

●預かり保育の充実・推進

○地域の実態や保護者のニーズに応じて預かり保育を実施し，幼稚園等
施設の弾力的運営を推進する。

○人員確保や施設の整備，保育時間の延長など，環境整備の充実に努め
る。

○預かり保育担当者研修の実施に努める。

○幼児の健康と安全が確保されるよう，施設・設備の充実を図る。




